
�愛媛県告示第１７１２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、内海村長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は内海村の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７１３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、内海村長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１７１４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり松山広域福祉施設事務組合を組織す

る地方公共団体の数の増減を許可した。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 増減内容

久万町、面河村、美川村及び柳谷村の脱退

２ 増減年月日

平成１６年７月３１日

３ 増減許可年月日

平成１６年７月２８日
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�愛媛県告示第１７１５号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり愛媛県市町村職員退職手当組合を組織す

る地方公共団体の数の減少及び同組合の規約の変更を許可し

た。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 減少等の内容

� 減少内容

組合を組織する地方公共団体のうち久万町、面河村、

美川村及び柳谷村が合併し久万高原町となることに伴い

、平成１６年８月１日から組合を久万高原町及び他の地方

公共団体が組織する一部事務組合とするため、組合を組

織する地方公共団体の数を減少させる。

� 変更事項

組合を組織する地方公共団体のうち久万凶荒豫備組合

が解散することに伴い、組合の規約を変更する。

２ 減少等の年月日

平成１６年８月１日

平成１６年８月１３日金曜日 第１５８３号

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
告 示

○ 新たに生じた土地の確認（内海村）………………………………８６１

○ 字の区域の変更（ 〃 ）…………………………………………８６１

○ 一部事務組合を組織する地方公共団体の数の増減の許可………８６１

○ 一部事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び一部事

務組合の規約の変更の許可…………………………………………８６１

○ 一部事務組合を組織する地方公共団体の数の減少の許可（２

件）……………………………………………………………………８６２

○ 一部事務組合の規約の変更許可（３件）…………………………８６２

○ 医師の指定……………………………………………………………８６２

○ 医療機関の指定（２件）……………………………………………８６３

○ 指定居宅支援事業者の指定（３件）………………………………８６３

○ 指定居宅支援事業の廃止（３件）…………………………………８６４

○ 保安林の指定…………………………………………………………８６５

○ 保安林の指定の解除…………………………………………………８６５

○ 海岸保全区域の指定の一部改正……………………………………８６５

○ 道路の区域変更（県道新居浜東港線）……………………………８６７

○ 道路の区域変更（県道石鎚丹原線）………………………………８６７

○ 道路の供用開始（県道湯山高縄北条線）…………………………８６７

○ 道路の区域変更（県道大洲長浜線）………………………………８６７

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………８６８

○ 道路の区域変更（県道内子河辺野村線）…………………………８６８

○ 道路の区域変更（県道肱川公園線）………………………………８６８

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………８６８

○ 道路の区域変更（県道八幡浜保内線）……………………………８６９

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………８６９

○ 道路の供用開始（県道鳥井喜木津線）……………………………８６９

○ 道路の区域変更（県道鳥井喜木津線）……………………………８６９

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………８７０

○ 開発行為に関する工事の完了………………………………………８７０

○ 愛媛県証紙売りさばき人の指定……………………………………８７０

公 告

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告…………８７０

告 示

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

魚神山 内海村魚神山１７９の３、２０５の１、２０５の
２、２０５の５、２０６及び２０７の地先公有水
面埋立地

１，０９４．２５

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

内海村魚神山１７９の３、２０５の１、２０５の２、２０５の
５、２０６及び２０７の地先 １，０９４．２５
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３ 減少等の許可年月日

平成１６年７月２８日

�������
�愛媛県告示第１７１６号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり愛媛県自治会館管理組合を組織する地方

公共団体の数の減少を許可した。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 減少内容

組合を組織する地方公共団体のうち久万町、面河村、美

川村及び柳谷村が合併し久万高原町となることに伴い、平

成１６年８月１日から組合を久万高原町及び他の地方公共団

体が組織する一部事務組合とするため、組合を組織する地

方公共団体の数を減少させる。

２ 減少年月日

平成１６年８月１日

３ 減少許可年月日

平成１６年７月２８日

�������
�愛媛県告示第１７１７号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり愛媛県消防団員等災害補償退職報償金組

合を組織する地方公共団体の数の減少を許可した。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 減少内容

組合を組織する地方公共団体のうち久万町、面河村、美

川村及び柳谷村が合併し久万高原町となることに伴い、平

成１６年８月１日から組合を久万高原町及び他の地方公共団

体が組織する一部事務組合とするため、組合を組織する地

方公共団体の数を減少させる。

２ 減少年月日

平成１６年８月１日

３ 減少許可年月日

平成１６年７月２８日

�������
�愛媛県告示第１７１８号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり愛媛県市町村交通災害共済組合の規約の

変更を許可した。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

組合を組織する地方公共団体のうち久万町、面河村、美

川村及び柳谷村が合併し久万高原町となることに伴い、平

成１６年８月１日から組合を久万高原町及び他の地方公共団

体が組織する一部事務組合とするため、組合の規約を変更

する。

２ 規約変更年月日

平成１６年８月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１６年７月２８日
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�愛媛県告示第１７１９号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり愛媛県町村議会議員公務災害補償等組合

の規約の変更を許可した。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

組合を組織する地方公共団体のうち久万町、面河村、美

川村及び柳谷村が合併し久万高原町となることに伴い、平

成１６年８月１日から組合を久万高原町及び他の地方公共団

体が組織する一部事務組合とするため、組合の規約を変更

する。

２ 規約変更年月日

平成１６年８月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１６年７月２８日
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�愛媛県告示第１７２０号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり上浮穴郡生活環境事務組合の規約の変更

を許可した。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

組合を組織する久万町、面河村、美川村、柳谷村及び小

田町のうち久万町、面河村、美川村及び柳谷村が合併し久

万高原町となることに伴い、平成１６年８月１日から組合を

久万高原町及び小田町が組織する一部事務組合とするため

、組合の規約を変更する。

２ 規約変更年月日

平成１６年８月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１６年７月３０日

�愛媛県告示第１７２１号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。
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�愛媛県告示第１７２２号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１９条の２第

１項の規定に基づき、次のとおり更生医療を担当させる医療

機関を指定した。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１７２３号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１９条の２第

１項の規定に基づき、次のとおり更生医療を担当させる医療

機関を指定した。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７２４号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７２５号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器機能障害 内 科 大 洲 中 央 病 院 藤 原 寿 照 大洲市東大洲５番地 平成

１６年８月１日

心 臓 機 能 障 害 循 環 器 科 独立行政法人国立
病院機構愛媛病院 橋 田 英 俊 温泉郡重信町横河原３６６番地 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器機能障害 内 科

医療法人沖縄徳洲
会宇和島徳洲会病
院

武 内 克 介 宇和島市住吉町二丁目６番２４号 〃

肢体不自由・じん臓・小腸機
能障害 外 科 〃 松 原 淳 〃 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 〃 山 田 郁 史 〃 〃

〃 脳神経外科 〃 小笠原 貞 信 〃 〃

肢体不自由・呼吸器機能障害 内 科 明 屋 敷 診 療 所 星 加 泰 宏 西条市大師町１８２番地 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・ぼうこう又は直腸・
小腸機能障害

〃 医療法人綮愛会
石 川 病 院 村 松 明 美 四国中央市上分町７３２番地１ 〃

視 覚 障 害 眼 科 公立学校共済組合
四国中央病院 岡 本 敬 子 四国中央市川之江町２２３３番地 〃

じん臓・ぼうこう又は直腸機
能障害 泌 尿 器 科 市立宇和島病院 山 下 与企彦 宇和島市御殿町１番１号 〃

肢 体 不 自 由 内 科 内海村国民健康保
険内海診療所 大 西 展 樹 南宇和郡内海村柏３８２番地 〃

名 称 所 在 地
担当すべき医療
の種類

指 定
年 月 日

み ゆ き 薬 局 宇和島市御幸町二
丁目１－１３

平成１６年
８月１日

名 称 所 在 地
担当すべき医療
の種類

指 定
年 月 日

医療法人沖縄徳洲
会宇和島徳洲会病
院

宇和島市住吉町二
丁目６番２４号

腎臓、腎移植に関
する医療

平成１６年
８月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１４２１１０ 社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会
上浮穴郡久万高原町
久万４５番地２ 中 岡 登 児童居宅介護

久万高原町社会福祉
協議会障害児居宅介
護事業所久万

上浮穴郡久万高原町
久万４５番地２

平成１６年
８月１日

３８０００３００１４３１１８ 社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会
上浮穴郡久万高原町
久万４５番地２ 中 岡 登 児童居宅介護

久万高原町社会福祉
協議会身体障害者等
居宅介護事業所美川

上浮穴郡久万高原町
上黒岩２９２０番地１

平成１６年
８月１日
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�愛媛県告示第１７２６号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７２７号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業を廃

止した旨の届出があった。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７２８号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事

業を廃止した旨の届出があった。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７２９号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業

を廃止した旨の届出があった。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１５２１１１ 社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会
上浮穴郡久万高原町
久万４５番地２ 中 岡 登 身体障害者居

宅介護
久万高原町社会福祉
協議会身体障害者居
宅介護事業所久万

上浮穴郡久万高原町
久万４５番地２

平成１６年
８月１日

３８０００１００１５３１１９ 社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会
上浮穴郡久万高原町
久万４５番地２ 中 岡 登 身体障害者居

宅介護
久万高原町社会福祉
協議会身体障害者等
居宅介護事業所美川

上浮穴郡久万高原町
上黒岩２９２０番地１

平成１６年
８月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００１７４１１４ 社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会
上浮穴郡久万高原町
久万４５番地２ 中 岡 登 知的障害者居

宅介護
久万高原町社会福祉
協議会知的障害者居
宅介護事業所久万

上浮穴郡久万高原町
久万４５番地２

平成１６年
８月１日

３８０００２００１７５１１１ 社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会
上浮穴郡久万高原町
久万４５番地２ 中 岡 登 知的障害者居

宅介護
久万高原町社会福祉
協議会身体障害者等
居宅介護事業所美川

上浮穴郡久万高原町
上黒岩２９２０番地１

平成１６年
８月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
廃止に係る指定居宅支援事業所 届 出

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００００２１１６ 社会福祉法人久万町社会福祉協議会
上浮穴郡久万町大字
久万町４５番地２ 中 岡 登 児童居宅介護

障害児居宅介護久万
町社会福祉協議会ヘ
ルパーセンター

上浮穴郡久万町大字
久万町４５番地２

平成１６年
８月２日

３８０００３００１１４１１９ 社会福祉法人美川村社会福祉協議会
上浮穴郡美川村上黒
岩２９２３番地１ 木 下 久 敬 児童居宅介護

美川村社会福祉協議
会指定障害児居宅介
護事業所

上浮穴郡美川村上黒
岩２９２０番地１

平成１６年
８月２日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
廃止に係る指定居宅支援事業所 届 出

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００００２１１８ 社会福祉法人久万町社会福祉協議会
上浮穴郡久万町大字
久万町４５番地２ 中 岡 登 身体障害者居

宅介護
身体障害者居宅介護
久万町社会福祉協議
会ヘルパーセンター

上浮穴郡久万町大字
久万町４５番地２

平成１６年
８月２日

３８０００１００１２７１１３ 社会福祉法人美川村社会福祉協議会
上浮穴郡美川村上黒
岩２９２３番地１ 木 下 久 敬 身体障害者居

宅介護
美川村社会福祉協議
会指定身体障害者居
宅介護事業所

上浮穴郡美川村上黒
岩２９２０番地１

平成１６年
８月２日

��������������

��������������

��������������

��������������

愛 媛 県 報平成１６年８月１３日 第１５８３号

８６４



�������
�愛媛県告示第１７３０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定

により、次のように保安林の指定をする。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林の所在場所

新居浜市大永山字土ノ峠３５７の９、３５７の１０、３５７の

１３、大生院字松竹４３７７の２、４３７７の３、字障子畑４４３９の

２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所

東予市実報寺乙４９の２、乙５０の３、乙５６の３、乙１２９

の１、乙１２９の２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

３� 保安林の所在場所

北条市横谷字子ゴロ中谷丁１３１の１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁並

びに関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１７３１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

四国中央市具定町字日之尾山乙６４の３４

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

送電施設用地とするため

�������
�愛媛県告示第１７３２号
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第１項の規定によ

り海岸保全区域を指定したので、海岸保全区域の指定（昭和

３３年３月愛媛県告示第２７７号）の一部を次のように改正する

。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

豊後水道東沿岸の表伊方港灘大浜の項、伊方港灘中之浜の

項、伊方港仁田之浜岡の項及び伊方港仁田之浜外ヶ浦の項を

次のように改める。

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
廃止に係る指定居宅支援事業所 届 出

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００００２１１７ 社会福祉法人久万町社会福祉協議会
上浮穴郡久万町大字
久万町４５番地２ 中 岡 登 知的障害者居

宅介護
知的障害者居宅介護
久万町社会福祉協議
会ヘルパーセンター

上浮穴郡久万町大字
久万町４５番地２

平成１６年
８月２日

３８０００２００１４８１１８ 社会福祉法人美川村社会福祉協議会
上浮穴郡美川村上黒
岩２９２３番地１ 木 下 久 敬 知的障害者居

宅介護
美川村社会福祉協議
会指定知的障害者居
宅介護事業所

上浮穴郡美川村上黒
岩２９２０番地１

平成１６年
８月２日

伊方

港（

伊方

町）

灘 大浜 基点１から基点９までを結んだ線

並びに基点９、補助点９、補助点８

、補助点７、補助点６、補助点５、

補助点４、補助点３、補助点２、補

助点１及び基点１を順次結んだ線に

より囲まれた区域

基点及び補助点の表示（角度の表

示は、真北）

基点１は、伊方町大浜字畑尻鼻２

番１の標柱

基点２は、基点１から２８２度５０分

９０．２０メートルの標柱

基点３は、基点２から１２度１０分１１

２．４０メートルの標柱

基点４は、基点３から１０２度１０分

４９．８０メートルの標柱

基点５は、基点４から１１度３０分６

７．３０メートルの標柱
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基点６は、基点５から３３６度１０分

１００．００メートルの標柱

基点７は、基点６から３１６度１０分

２７２．００メートルの標柱

基点８は、基点７から２９６度１０分

１７１．００メートルの標柱

基点９は、基点８から３２６度１０分

４２．００メートルの標柱

補助点１は、基点１から１９５度３０

分５３．１０メートルの地点

補助点２は、基点２から２３４度２０

分６３．２０メートルの地点

補助点３は、基点３から３２８度２０

分６１．７０メートルの地点

補助点４は、基点４から３２１度３０

分７２．００メートルの地点

補助点５は、基点５から２７５度１０

分５８．００メートルの地点

補助点６は、基点６から２３０度４０

分５２．００メートルの地点

補助点７は、基点７から２３６度１０

分５３．００メートルの地点

補助点８は、基点８から２３８度４０

分５５．００メートルの地点

補助点９は、基点９から２５０度４０

分５７．００メートルの地点

同 同 中之

浜

基点９から基点１６までを結んだ線

並びに基点１６、補助点１６、補助点１５

、補助点１４、補助点１３、補助点１２、

補助点１１、補助点１０、補助点９及び

基点９を順次結んだ線により囲まれ

た区域

基点９は、伊方町大浜字神出４４１

番１の標柱

基点１０は、基点９から５度１０分１０

６．００メートルの標柱

基点１１は、基点１０から３３６度１０分

８３．００メートルの標柱

基点１２は、基点１１から３１６度１０分

１１５．００メートルの標柱

基点１３は、基点１２から３０５度１０分

１００．００メートルの標柱

基点１４は、基点１３から３２０度１０分

１１８．００メートルの標柱

基点１５は、基点１４から２８７度１０分

１６８．００メートルの標柱

基点１６は、基点１５から２５５度１０分

１０５．００メートルの標柱

補助点９は、基点９から２５０度４０

分５７．００メートルの地点

補助点１０は、基点１０から２５５度４０

分５９．００メートルの地点

補助点１１は、基点１１から２２５度１０

分６２．００メートルの地点

補助点１２は、基点１２から２１６度１０

分７１．００メートルの地点

補助点１３は、基点１３から２１４度１０

分７１．００メートルの地点

補助点１４は、基点１４から２０２度１０

分３９．００メートルの地点

補助点１５は、基点１５から１９３度１０

分４０．００メートルの地点

補助点１６は、基点１６から１８０度１０

分５９．００メートルの地点

同 仁田

之浜

岡 基点１６から基点１８までを結んだ線

並びに基点１８、補助点１８、補助点１７

、補助点１６及び基点１６を順次結んだ

線により囲まれた区域

基点１６は、伊方町中之浜字宮ノ谷

３５６番２の標柱

基点１７は、基点１６から２９２度１０分

７０．００メートルの標柱

基点１８は、基点１７から３２７度１０分

１５２．００メートルの標柱

補助点１６は、基点１６から１８０度１０

分５９．００メートルの地点

補助点１７は、基点１７から２１１度１０

分５５．００メートルの地点

補助点１８は、基点１８から２３５度１０

分５０．００メートルの地点

同 同 外ヶ

浦

基点１８から基点２６までを結んだ線

並びに基点２６、補助点２６、補助点２５

、補助点２４、補助点２３、補助点２２、

補助点２１、補助点２０、補助点１９、補

助点１８及び基点１８を順次結んだ線に

より囲まれた区域

基点１８は、伊方町仁田之浜字岡１３

６１番１の標柱

基点１９は、基点１８から３０２度１０分

１５２．００メートルの標柱

基点２０は、基点１９から２８４度１０分

１２６．００メートルの標柱

基点２１は、基点２０から２６９度１０分

１１４．００メートルの標柱

基点２２は、基点２１から２９０度１０分

７２．００メートルの標柱

基点２３は、基点２２から３０７度４０分

１３６．００メートルの標柱

基点２４は、基点２３から３００度１０分

１９５．００メートルの標柱

基点２５は、基点２４から３５４度４０分

７３．００メートルの標柱

基点２６は、基点２５から３８度１０分１５

５．００メートルの標柱

補助点１８は、基点１８から２３５度１０

分５０．００メートルの地点
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�愛媛県告示第１７３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

補助点１９は、基点１９から２２６度１０

分４７．００メートルの地点

補助点２０は、基点２０から１６５度１０

分４３．００メートルの地点

補助点２１は、基点２１から１８６度１０

分４５．００メートルの地点

補助点２２は、基点２２から２２０度１０

分４６．００メートルの地点

補助点２３は、基点２３から２００度１０

分４７．００メートルの地点

補助点２４は、基点２４から２３９度１０

分５３．００メートルの地点

補助点２５は、基点２５から２７１度４０

分５７．００メートルの地点

補助点２６は、基点２６から３０３度１０

分４５．００メートルの地点

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜東港線

新居浜市郷一丁目２２９番３から
同市東田三丁目１２番４まで
及び
新居浜市郷一丁目２２９番３から
同市観音原町甲９８２番１まで

旧 ５．０～３４．５ ２．９０８

新 ５．０～３４．５
１９．１～６８．０

２．９０８
１．０１３

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 石鎚丹原線
周桑郡丹原町大字願連寺２０番１から

同町大字今井３５２番５まで

旧 ６．４～８．２ ０．４３７

新 １６．０～２２．４ ０．４３７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 湯山高縄北条線
北条市別府２１７番２から

同市別府２１６番４まで
平成１６年８月１３日
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�愛媛県告示第１７３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲長浜線
大洲市八多喜町２１１番１から

同町１０８３番３地先まで

旧 １０．７～４６．０
１１．２～４６．５

０．１２１
０．１２４

新 １０．７～２３．８ ０．１２１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲長浜線
大洲市八多喜町２１１番１から

同町１０８３番３地先まで
平成１６年８月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子河辺野村線

喜多郡五十崎町大字重松乙５１９番１から
同大字乙５２１番１０まで
及び
喜多郡五十崎町大字重松乙５１９番１から
同大字甲１３７６番４まで

旧
５．５～１５．２

２２．１～３３．７

０．０９４

０．０３５

喜多郡五十崎町大字重松乙５１９番１から
同大字甲１３７６番４まで 新 ２２．１～６６．０ ０．０３５

〃 〃
喜多郡五十崎町大字重松甲１３７４番１から

同大字甲１４４１番３まで

旧 ４．３～１２．２
１８．１～３５．７

０．１４２
０．０６８

新 １８．１～３５．７ ０．０６８

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 肱川公園線
喜多郡肱川町大字予子林２１７番３から

同大字３１１番３まで

旧 ５．０～２４．０
１３．５～２９．３

０．０５７
０．０３３

新 １３．５～２９．３ ０．０３３
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�愛媛県告示第１７４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 肱川公園線
喜多郡肱川町大字予子林１９３番４から

同大字３１１番３まで
平成１６年８月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 八幡浜保内線
西宇和郡保内町川之石１１番耕地１３２番７から

同町川之石１１番耕地３３３番２まで

旧 １０．０～３９．０ ０．１１７

新 ２１．５～４０．０ ０．１１７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 八幡浜保内線
西宇和郡保内町川之石１１番耕地１３２番７から

同町川之石１１番耕地３３３番２まで
平成１６年８月１３日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町伊方越字後山１９７番２から

同字１９４番２まで
平成１６年８月１３日

〃 〃
西宇和郡伊方町伊方越字浜通３４７番３から

同町伊方越字城の首６６３番３地先まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡瀬戸町小島字石ヶ窪乙９８８番２から

同字乙９８０番３まで

旧 ４．４～８．２ ０．１０５

新 ７．０～１８．２ ０．１０５

��������������

��������������

��������������

��������������

愛 媛 県 報平成１６年８月１３日 第１５８３号

８６９



�愛媛県告示第１７４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７４６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７４７号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人が指定されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定

により告示する。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１６年８月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡瀬戸町小島字石ヶ窪乙９８８番２から

同字乙９８０番３まで
平成１６年８月１３日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６松局伊土検（開）第２６号

平成１６年８月３日
伊予郡松前町大字昌農内字上蔵４３番１

伊予郡松前町大字恵久美８１９番地
合同宿舎１３１３
大 政 正 英

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 指 定 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

宇第
４２号

宇和島市日振島１６８２番地 日振島漁業協同組合 宇和島市日振島１６８２番地
日振島漁業協同組合

平成１６年７月２９日

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１６年８月２日 特定非営利活動法人支援セン
ターえひめ 松 本 良 徳 松山市谷町甲６０番地２ この法人は、在宅で援助が必要な高齢者、

障害者やその家族、その他の手助けを必要
とする人々に対して、住民参加と助け合い
の精神のもとに、地域に根ざしたサービス
を提供し、すべての人々が健やかに暮らせ
る地域社会づくりと福祉の増進に寄与する
ことを目的とする。
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